
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する

政令（案）について 

 

平成２５年２月２７日 

原子力規制庁 

 

１．経緯 

○東電福島第一原子力発電所は、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大

震災において、炉心損傷等の原子力事故が発生したことから、その危険

な状態に対処するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（以下「法」という。）第 64 条第 1項に基づいて、応急の措置

を講じているところ。 

○東電福島第一原子力発電所の特別な状況は今後も続くことが想定され

る中、施設の状況に応じた適切な方法による管理を行うため、原子力規

制委員会は、法第 64 条の 2第 1項に基づき、平成 24 年 11 月 7 日に「特

定原子力施設」として東電福島第一原子力発電所の原子炉施設を指定し

た。その際に、「措置を講ずべき事項」を事業者に示し、当該施設の保

安等の措置を実施するための計画（実施計画）の提出を求め、平成 24

年 12 月 7 日に実施計画を受領した。 

○現在、原子力規制委員会は、外部専門家を含む特定原子力施設監視・評

価検討会等において、実施計画の審査を行っているところ。 

○実施計画の内容を踏まえ、法第６４条の４の規定に基づき、特定原子力

施設として指定された東電福島第一原子力発電所の原子炉施設に対す

る法の特例を定める政令を制定する。 
 

２．政令内容 

（１）原子炉等規制法の規定の適用（第１条関係） 

東電福島第一原子力発電所の原子炉施設の状況に鑑みて、当該原子炉施

設に対する法の規定の適用関係を整理することとする。 

具体的には、実施計画の認可に伴い、法第２６条第１項(第２３条第２

項第５号に係る部分に限る)、第２７条から第２９条まで（１～４号炉に

限る）、第３７条及び第４３条の２の規定を除き、法の規定を適用するこ

ととする。 

（２）独立行政法人原子力安全基盤機構への事務の委託（第２条関係） 

原子力規制委員会は、原子炉等規制法第６４条の３第７項に規定されて

いる実施計画の遵守状況の検査の一部を独立行政法人原子力安全基盤機

構へ委託することとする。 
 

３．今後の予定 

３月５日  閣議決定 

３月８日  公布即施行 

資料１－１ 



設工認（原子炉等規制法第27条）

使用前検査（原子炉等規制法第28条）

溶接検査（原子炉等規制法第28条の2）

施設定期検査（原子炉等規制法第29条）

記録（原子炉等規制法第34条）

保安及び核物質防護上の措置（原子炉等規制法第35条）

保安規定（原子炉等規制法第37条）

核物質防護規定（原子炉等規制法第43条の2）

政令で適用を除外する規定 原子力規制委員会規則で、
特別な措置を行う規定

工事計画の認可（電気事業法第47条）

使用前検査（電気事業法第49条）

溶接事業者検査（電気事業法第52条 ）

定期検査（電気事業法第54条 ）

記録（原子炉等規制法第34条）

保安及び核物質防護上の措置（原子炉等規制法第35条）

保安規定（原子炉等規制法第37条）

核物質防護規定（原子炉等規制法第43条の2）

主務大臣等への報告（原子炉等規制法第62条の3） 主務大臣等への報告（原子炉等規制法第62条の3）

５，６号炉

東電福島第一原子力発電所の主な法令の規定の適用関係について（実施計画認可後）

廃止措置（原子炉等規制法第４３条の３の２ ） 廃止措置（原子炉等規制法第４３条の３の２ ）

１～４号炉

設置変更許可（原子炉等規制法第26条第1項5号）

通常の炉と同様に適用する規定

設置変更許可（原子炉等規制法第26条第1項5号）

今後は実施計画の認可等により措置 今後は実施計画の遵守状況の検査により措置
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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設につい

ての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律の特例に関する政令について 

 

 標記政令を制定する必要があるので、別紙政令案及び理由を添えて

閣議を求めます。 

 

（案） 
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